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事業評価に係る諮問、付託、調査審議 

 





国社整審第７４号

令和３年２月２５日

河川分科会

分科会長 小池 俊雄 殿

社会資本整備審議会

会長 進藤 孝生

令和３年度予算に係る河川事業の新規事業採択時評価について（付託）

令和３年２月２５日付け国水河計第６５号により当審議会に諮問された

令和３年度予算に係る河川事業の新規事業採択時評価については、社会資

本整備審議会運営規則第８条第１項の規定により、河川分科会に付託しま

す。



 

 

国社整審(河)第 10号 

令 和 3 年 3 月 8 日 

 

社会資本整備審議会 

河 川 分 科 会 

事業評価小委員会 

  委員長 小林 潔司 殿 

 

社会資本整備審議会               

河 川 分 科 会     

会長  小池 俊雄      

 

 

令和 3年度予算に係る河川事業の 

新規事業採択時評価について(調査審議) 

 

 

令和 3年 2月 25日付国社整審第 74号により当分科会に付

託された令和 3年度予算に係る河川事業の新規事業採択時評

価については、社会資本整備審議会河川分科会運営規則第１

条第 1項の規定により、当分科会事業評価小委員会に調査審

議を依頼する。 
 


